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船舶事故調査報告書 

 

平成３０年３月１４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２９年７月２３日 １６時３０分ごろ～１８時００分ごろ

の間） 

発生場所 広島県福山市阿伏兎
あ ぶ と

港西方沖 

阿伏兎灯台から真方位３３４°１,４００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２２.７′ 東経１３３°２０.４′）  

事故の概要  漁船第二日吉
ひ よ し

は、操業中、船長が落水して死亡した。 

事故調査の経過  平成２９年７月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二日吉、１.３トン 

 ＨＳ３－５０５２３（漁船登録番号）、個人所有 

 ７.９０ｍ×１.９２ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５８.８４kＷ、昭和５９年５月１日 

 第２７３－７４１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７３歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５５年２月１４日 

  免許証交付日 平成２８年３月３１日 

         （平成３４年３月１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

日没時刻：１９時１６分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長（以下「本件船長」という。）が１人で乗り組み、刺

し網漁の目的で、平成２９年７月２３日１６時３０分ごろ自宅を出

て、係留地である阿伏兎港を出港した。 

本船は、１８時００分ごろ、阿伏兎港西方沖で、船首を北方に向け

て無人で漂泊しているところを僚船（以下「僚船Ａ」という。）に発

見された。 
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僚船Ａの船長は、本船に接近して本件船長を捜したが見当たらず、

所属する漁業協同組合に連絡して捜索の応援を要請した。 

別の僚船（以下「僚船Ｂ」という。）の船長は、僚船Ａの船長から

の連絡を受け、携帯電話で本件船長を呼び出したが応答がないので、

所属する漁業協同組合の組合員１人（以下「組合員」という。）と共

に本船に向かった。 

僚船Ｂの船長は、漂泊している本船に本件船長が見当たらないの

で、海上保安庁に本件船長の捜索を要請し、その後、組合員と共に本

船に移乗したところ、本船のスロットルが微速の位置に、クラッチが

前進の位置にそれぞれ入っていること及び海中に投入されていた漁具

の末端の浮きが右舷側舷縁に引っ掛かって船体が停止しているのを認

めた。 

組合員は、引っ掛かっていた浮きを海中に投入するとともに本船の

主機を停止して漁具の揚収を始めたところ、漁具末端の浮きのロープ

が右下腿部に巻き付いた状態の本件船長を認めて引き揚げた後直ちに

１１９番通報を行った。 

本件船長は、僚船Ｂで阿伏兎港に運ばれた後、救急車で福山市内の

病院へ搬送されたが、死亡が確認され、溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 僚船Ａの船長は、２３日１７時００分ごろ、操業の目的で阿伏兎港

を出港した際、阿伏兎港西方沖で漂泊している本船を認めたが、操業

を終えて帰港中、本船が同じ場所にいたので不審に思って接近した。 

本船が使用していた漁具は、三枚網と呼ばれる刺し網で、両端に化

学繊維製ロープを介して浮きが取り付けられ、投網する際、機関を微

速力前進に掛けて船尾方から網を海中に投入していた。 

本件船長は、日頃、午後に投網したときには、日没までに帰宅し、

翌日に揚網を行っていた。 

本件船長は持病がなく、定期的に服用する医薬品もなかった。 

本件船長の家族は、本事故当日、自宅を出る本件船長と会話をした

際、ふだんと変わった様子を感じなかった。 

本件船長は、発見時、作業服の上下及び膨張式の救命胴衣を着用

し、携帯電話を所持していた。 

本船は、発見時、衝突等の痕跡が認められず、漁獲物はなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本件船長の死因は、溺水であった。 

 本船は、本件船長が１６時３０分ごろ自宅を出たのち、阿伏兎港を

出港し、１８時００分ごろ同港西方沖で無人の状態で発見され、その
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後、本件船長が、漁具と共に引き揚げられたことから、この間におい

て、投網中に落水したものと考えられるが、落水に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

 本件船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が阿伏兎港西方沖で操業中、本件船長が落水したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・送り出し、又は巻き込む場合における漁具には、十分注意するこ

と。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船 

 


